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・現況届は、毎年６月１日時点の状況において、手当を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一等）

を満たしているかを確認する更新手続きです。 

・令和４年度より、以下の受給者を除き、原則、現況届の提出が不要になりました。 

 ただし、公簿等で支給要件の確認ができない場合はご連絡させていただく場合があります。また、受給者 

 の所得を配偶者の所得が大幅に上回る場合は、受給者変更をお願いする場合があります。その場合は別途 

 ご連絡させていただきますのでご了承ください。 

  ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊勢崎市と異なる方 

  ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方 

  ③離婚協議中で配偶者と別居されている方 

  ④法人である未成年後見人、施設等（里親含む）の受給者の方 

  ⑤その他、伊勢崎市から提出の案内があった方 

 

 

受給資格を満たしている場合は、６月分以降の手当について継続支給となります。 

 継続支給となる人には、９月下旬に支払通知書を送付してお知らせします。 

支払通知書を保管し、支給日以降に振込みの確認をしてください。  

また、審査の結果、所得上限限度額以上の場合は、支給事由消滅通知を送付いたします。 

 

 

児童手当は、児童が中学校を卒業するまで支給されます。 

また、手当の額は、受給者の所得額、児童の年齢、養育している１８歳未満の児童（１８歳になって最初の３月３

１日まで）の中で、その児童が何子目にあたるかによって次のとおりとなります。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・出生、転入等により受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市区町村の窓口に「認定請求書」の 

 提出が必要です。公務員の場合は勤務先からの支給になるため職場で申請してください。 

・養育している父か母のうち生計中心者が請求者となります。 

 ・児童手当は請求月の翌月分から支給されます。 

  ただし、「出生日」または「前住所地の転出予定日」の翌日から数えて１５日以内に認定請求すれば、 

  出生日、転出予定日の翌月分から支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続支給となる場合 

手当額（児童一人当たりの月額） 

申請は１５日以内に！ 

 5/31出生 → 6/15請求（15日以内）→ 出生翌月の 6月支給開始 

 5/31出生 → 6/16請求（15日超過）→ 請求翌月の 7月支給開始 

支 給 日 

児 童 手 当 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな

育ちを社会全体で応援する制度です。 

例 

・手当はご指定の口座に年３回、６月・１０月・２月に支給月の前月分までを振込みます。 

・振込日は各月１０日です。（金融機関が休みの場合は、直近の営業日に前倒し） 

・振込先の口座を変更する場合は、受給者以外の方への変更はできません。 

・振込みにあたり通知等はしておりませんので通帳を記帳のうえご確認ください。 

更新手続き＝現況届 

 
    所得制限未満 

所得制限以上 

所得上限未満 

    所得上限以上 

０歳～３歳未満 １５，０００円  

 

５，０００円  

 

 

支給無し 
３歳～小学校修了前（第１子・第２子） １０，０００円 

    〃    （第３子以降） １５，０００円 

中 学 生  １０，０００円 



所 得 制 限 

こんな時は届出が必要 

伊勢崎市役所 子育て支援課   ２７－２７５０ 赤堀支所   市民サービス課 ６２－９７９２ 

あずま支所  市民サービス課  ６２－９９０９ 境支所    市民サービス課 ７４－０３６８ 

● ６月～１２月分の手当・・・前年中の所得で判定 

● １月～５月分の手当・・・前々年中の所得で判定 

● 所得には一定の控除があります。 

● 扶養親族が３人を超える場合は、１人につき３８万円を

限度額に加算します。 

● 扶養親族の中に７０歳以上の同一生計配偶者及び老人

扶養親族がいる場合は、１人につき６万円を限度額に加算

します。 

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額 

０人 ６２２万円 ８５８万円 

１人 ６６０万円 ８９６万円 

２人 ６９８万円 ９３４万円 

３人 ７３６万円 ９７２万円 

 ※以下に該当したときは、該当日の翌日から１５日以内に届出してください。 

   手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 

  また、届出がなく過払が生じた場合は返還していただきます。 

 

・他の市区町村に住所が変わるとき 
 他の市区町村に住所が変わる場合には、手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受ける 

 ためには、新たに「認定請求書」を転出先の市区町村に提出する必要があります。  

 ・児童手当の額が増額されるとき 
  現在、児童手当を受けている方が、出生等により支給対象となる児童が増えた場合、「額改定認定請求   

  書」の提出が必要です。 

 ・支給対象となる児童がいなくなったとき 
 児童を養育しなくなった等により養育する児童が減った場合は「額改定届」、養育する児童がいなくなった 

 場合は「受給事由消滅届」を提出してください。 

 ・受給者が公務員になったとき、または公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 
 公務員の場合は勤務先からの支給となります。職場からの支給となる場合には、住所地の市区町村に 

「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。 

・受給者および児童が逮捕・拘禁されたとき 

 「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。 

 ・受給者と児童が別住所になったとき 
   「住所変更届・別居監護申立書」を提出してください。  

 ・別居監護受給者の住所が変わったとき、または別居監護で養育している児童の住所が変わったとき  
   「住所変更届・別居監護申立書」を提出してください。  

 ・受給者の振込先の口座に変更があるとき 
   「金融機関変更届」を提出してください。 

 ・受給者または児童が長期出国をするとき 
   出国前に子育て支援課または各支所市民サービス課にお越しください。 

  ・婚姻、養子縁組、離婚、養子離縁をしたとき 
   配偶者登録や受給者変更が必要になる場合がありますので窓口にお越しください。 

  ・受給者の加入する年金が変わったとき（受給者が公務員になったときを含む） 
   「変更届」を提出してください。ただし、３歳未満の支給対象児童がいない場合および転職等で厚生年金 

  から別会社の厚生年金に変更になった場合も届出は不要です。 

お問い合わせ先 

【所得上限限度額超過の場合】 

所得上限限度額以上の方には手当が支給されません。所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の

提出が必要になります。申請は市民税課税通知書を受け取った日の翌日から１５日以内にしてください。手続きが

遅れると遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。 


